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宮城県特定最低賃金適用事業場数及び適用労働者数 

 

 

 

 適用事業場数 適用労働者数 

鉄 鋼 業 
16 

（19） 

1,780 

（1,987） 

電子部品･デバイス･電子回路､

電気機械器具､情報通信機械器

具製造業 

276 

（365） 

15,623 

（14,694） 

自動車小売業 
957 

（1,638） 

8,320 

（12,021） 

産業別最低賃金合計 
1,249 

（2,022） 

25,723 

（28,702） 

 

  ※ 令和２年 12 月 1 日現在の集計数である。 

  ※ 平成 28 年経済センサス活動調査を基に推計したものである。 

  ※ カッコ内は前年の数字である。 
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1　最低賃金審議会　本審 宮　城　労　働　局
第　１　回 第２回 第３回 第４回

２．７．３（公開） ２．７．２９（公開） ２．８．２０（公開） ３．３．25(公開）

　諮問　　　　２．７．３ 第　１　回 第２回 第３回 第４回

　答申　　　　２．８．３ ２．７．２９ ２．７．３０ ２．７．３１ ２．８．３

　時間額　　　８２５円

　引上げ額　　

　　　　時間額　　１円

　官報公示　　２．８．３１

　発効日　　 　２．１０．１
（指定日）

　適用使用者数　７３，０１８事業場

　適用労働者数　９０９，９００名

　諮問　　（２．８．２０） 第　１　回 第２回 第３回

　答申　　（２．１０．９） ２．１０．６ ２．１０．７ ２．１０．９

　時間額　　　９２５円　　　　 　適用使用者数　　　１９事業場

　引上げ額　 　適用労働者数　　　１，９８７名

　　　　時間額　　２円

　官報公示　２．１１．１０　

　発効日　　 ２．１２．１５ 　　

（指定日）

　　　　　　　

　諮問　　（２．８．２０） 第１回 第２回 第３回 第４回

　答申　  （２．１０．２２）　　　　 ２．１０．２ ２．１０．５ ２．１０．８ ２．１０．２２

　時間額　　　８６４円　　　　　　　　 　適用使用者数　　３６５事業場

　引上げ額 　 　適用労働者数　　１４，６９４名

　　　　時間額　　２円

　官報公示　２．１１．２０　

　発効日　   ２．１２．２０

　　　　　　　

　諮問　　（２．８．２０） 第　１　回 第２回 第３回 第４回

　答申　　（２．１０．２３） ２．１０．１ ２．１０．５ ２．１０．１２ ２．１０．２３

　時間額　　　８９１円 　適用使用者数　１，６３８事業場

　引上げ額 　適用労働者数　１２，０２１名

　　　　時間額　　１円

　官報公示　２．１１．２４　

　発効日　 　２．１２．２４

　　　　　　　

①　金額審議
②　合意　全会一致　答申

自
動
車
小
売
業

①　部会長等の選出（部会長赤石委員・部会
長代理内藤委員）
②　専門部会運営規程について
③　専門部会の公開について
④　意見聴取の取り扱いについて
⑤　賃金実態調査結果報告について
⑥　労使の基本的主張について
⑦　金額審議

①　金額審議 ①　金額審議

3　特定最低賃金専門部会

鉄
　
鋼
　
業

①　部会長等の選出（部会長工藤委員・部会
長代理北川委員）
②　専門部会運営規程について
③　専門部会の公開について
④　意見聴取の取り扱いについて
⑤　賃金実態調査結果報告について
⑥　労使の基本的主張について

①　金額審議 ①　金額審議
②　合意　全会一致　答申

電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・

電
子
回
路

、
電
気
機
械
器
具

、

情
報
通
信
機
械
器
具
製
造
業

①　部会長等の選出（部会長北川委員・部会
長代理鈴田委員）
②　専門部会運営規程について
③　専門部会の公開について
④　意見聴取の取り扱いについて
⑤　賃金実態調査結果報告について
⑥　労使の基本的主張について
⑦　金額審議

①　金額審議 ①　金額審議

2　地域別最低賃金専門部会

県
　
最
　
賃

①　部会長等の選出（部会長赤石委員・部会
長代理工藤委員）
②　宮城地方最低賃金審議会専門部会運営
規程について
③　宮城県最低賃金専門部会の公開について
④　賃金改定状況調査結果説明
⑤　宮城県最低賃金の改定審議資料説明
⑥　令和２年賃金実態調査結果説明
⑦　金額審議

①　金額審議 ①　金額審議

①　金額審議
②　合意　全会一致　答申

①　金額審議
②　合意　全会一致　答申

令和２年度　最低賃金審議状況一覧表（地域・特定最賃決定までの経過）

審議会等回数

　　件　　名

本　　審　　議　　会

①　会長等選出（会長赤石委員・会長代理工
藤委員）
②　宮城県最低賃金の改正決定の諮問
③　最賃審議会令6条5項の取り扱いについて
④　最低賃金専門部会の設置及び廃止につい
て
⑤　令和２年度特定最低賃金の審議状況につ
いて
⑥　特定最低賃金の改正等に係る申出の意向
表明状況について
⑦　特定最低賃金必要性の有無の審議につい
て
⑧　令和２年度最低賃金の周知に係る取組状
況について
⑨　最低賃金の引上げに向けた中小企業への
支援事業に係る取組状況について
⑩　審議にあたっての資料説明

①　令和２年度地域別最低賃金額改定の目安
の伝達
②　令和２年度宮城県最低賃金の審議に臨む
労使委員の基本的主張
③　最賃法第25条に係る関係者からの意見聴
取（全労協、県労連から1名ずつ聴取）
④　宮城県特定最低賃金の適用労働者数等に
ついて
⑤　宮城県特定最低賃金改正決定の必要性
の有無について（諮問）

①　審議会意見に対する異議申出について
諮問→棄却答申
②　特定最低賃金の改正決定の必要性の
有無について資料説明
③　同答申（３業種とも必要性あり）
④　特定最低賃金改正決定の諮問

①　特定最低賃金の審議状況について
②　最低賃金の周知に係る取組状況について
③　令和３年度 宮城県特定最低賃金の改正
等に係る申出の意向表明状況について
④　最低賃金引上げに向けた中小企業への支
援事業に係る取組状況について
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報道関係者 各位 

 

 

 

 

令和３年度宮城県最低賃金の改正答申について 

～２８円引上げ（引上げ率３.３９％）～ 

  

  宮城地方最低賃金審議会（会長 工藤
く ど う

 農
あつし

）は、本年６月 29 日、宮城

労働局長毛利 正から「宮城県最低賃金の改正決定について」の諮問を受け、

宮城県最低賃金専門部会を設置し調査審議を重ねてきましたが、同審議会は、

８月５日に結論をまとめ、宮城労働局長に対し「時間額８５３円」に改正す

ることが適当である旨の答申を行いました。 

今後は、この答申を受け、異議申出の公示などの諸手続きを経て、宮城県

最低賃金が決定されることとなります。（発効予定日―10 月１日） 

 

 

≪参考≫ 

 令和２年度は、７月５日諮問、８月５日答申、10 月 1 日発効。 

≪参考資料≫ 

○ 宮城県最低賃金の推移（表、グラフ） 

  

令和３年８月５日 
宮城労働局労働基準部賃金室 
 賃 金 室 長 佐藤 一司 
 地方賃金指導官 小嶋 秀樹 
電話 022（299）8841 

宮 城 労 働 局 

Miyagi Labour Bureau 
Press Release 

ひと、くらし、みらいのために 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/ 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/


年度 日額（円） 時間額（円） 引上額（円） 引上率（％） 発効年月日

H９ 4,721 591 10 2.34 10月1日

H10 4,811 602 11 1.91 10月1日

H11 4,856 607 5 0.94 10月1日

H12 4,897 613 6 0.84 10月1日

H13 4,932 617 4 0.71 10月1日

H14 617 0 － 10月2日

H15 617 0 －

H16 619 2 0.32 10月1日

H17 623 4 0.65 10月1日

H18 628 5 0.80 10月1日

H19 639 11 1.75 10月20日

H20 653 14 2.19 10月24日

H21 662 9 1.38 10月24日

H22 674 12 1.81 10月24日

H23 675 1 0.15 10月29日

H24 685 10 1.48 10月19日

H25 696 11 1.61 10月31日

H26 710 14 2.01 10月16日

H27 726 16 2.25 10月3日

H28 748 22 3.03 10月5日

H29 772 24 3.21 10月1日

H30 798 26 3.37 10月1日

R1 824 26 3.26 10月1日

R2 825 1 0.12 10月1日

R3 853 28 3.39 10月1日

宮城県最低賃金の推移
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消 費 税 ８ ％

※
日
額
は
平
成

14
年
度
以
降
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止

東 日 本 大 震 災

消 費 税 ８ ％

消 費 税 ５ ％

リ ー マ ン シ ョ ッ ク

小 泉 内 閣 発 足

安 倍 内 閣 発 足

第 二 次 安 倍 内 閣 発 足

最 低 賃 金 が 時 間 額 表 示 に 一 本 化 さ れ る

最 低 賃 金 法 改 正

単
位
：
円

日
額
（
宮
城
県
）

時
間
額
（
宮
城
県
）

時
間
額

（
全
国
加
重
平
均
）

消 費 税 10 ％

菅 内 閣 発 足


